
同和問題(部落差別)について

誰もが、この世に生を受ける場所を選んで生まれることはできません。

自分の生まれた故郷などによって差別されたり、職に就けなかったり、

あるいは、好きな人との結婚を反対されたりといったことが、今もなお起

こっています。

人権の教育や啓発の取組により、心的差別の解消へと進んできました

が、インターネットの普及に伴い、差別書き込みや差別を助長する情報が

あふれるなど、差別の状況も変化し、同和問題(部落差別)への理解が未だ

に十分ではないと言えます。

私たちは、一人ひとりが、日々の暮らしの中で、思い込みや、偏見をな

くし、自分自身で考えて、行動し判断する感覚を磨き、相手の立場や気持

ちを分かろうとする姿勢を育てていくことが大切です。

そして、部落差別の歴史的な背景や経緯を勉強し、差別の誤りに気づき、

これから育っていく子どもたちにも、人権を尊重する心を伝えていくこ

とが、私たちの役目ではないでしょうか。

同和問題(部落差別)は、基本的人権に関わる重大な社会的問題であり、

人として、幸せに生きていきたい、愛する人と結ばれたい、自分の望む仕

事に就きたい、こうした願いをかなえ、実現するためには、家庭・職場・

地域社会等を通して、「人権意識」の高揚を図ることが大事ではないでし

ょうか。
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・・・アニマ（ANIMA）とは・・・

ラテン語で生命とか息・魂という意味

です。

この人権啓発チラシを見ていただき、

人権尊重に向けた取り組みに生命を吹き

込みたい思いで名付けました。



天理市部落差別の解消の推進に関する条例

部落差別の解消を推進し、人権尊重のまちづくりを実現していくために、令和５年

12 月 18 日に本条例を施行しました。

情報化の進展に伴い、インターネット上での事象など差別の状況に変化は生じてい

るものの、現在もなお部落差別は存在します。

全ての人の基本的人権が尊重されるよう、差別のない社会の実現を目指しましょう。


